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中筋川における利水(新規利水及び流水の正常な機能の維持)方策の現状及び課題について

●中筋川の現状
(1) 西部統合簡易水道

■西部統合簡易水道は、現在８地区に水源(井戸)を有し給水を行っている。
区域内の各水源においては、少雨期になると水源の水位が低下し地区によっては断水となる場合や、出
水期には濁水が発生し、安定した給水ができない状況にある。

■既存の取水施設は老朽化し、維持管理の効率化を図る必要がある。

■横瀬川では、8箇所の取水堰によりかんがい用水を取
水しており、少雨状態が続くと河川が干上がり、瀬切れ
状態が発生する。

■平成7年は、平成6年列島渇水の余波により平成7年初

頭から春にかけて渇水が発生し、農作業への弊害がみ

られている。

■瀬切れ状態が発生することにより、河川水の利用、動

植物の保護、河川水質の保全等、流域全体で健全な

水循環系の保全を図る必要がある。

(2) 流水の正常な機能の維持

平成7年9月（瀬切れ状況）

平成18年8月（平常時）

平成7年渇水時の状況
ひえだぐち
ヒエダロ橋付近
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河川整備計画における利水(流水の正常な機能の維持)の目標

●流水の正常な機能の維持の目標：横瀬川及び中筋川の流水の正常な機能の維持に必要な水量
(基準地点磯ノ川：かんがい期概ね１．１５m3/s、非かんがい期概ね０．７０m3/s)を確保する。
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非かんがい期
11/1-3/31 4/1-7/31 8/1-8/31 9/1-9/30 10/1-10/31

江ノ村大橋下流

0.514 0.410 0.448 0.448 0.079

景観・観光 良好な景観の維持 － － － － － 景観上特に重要な視点場がないため考慮しない

磯ノ川

0.696 0.696 0.696 0.696 0.696

舟運
船舶の航行に必要な水深
等の確保

－ － － － －
舟運は、満潮時を利用した航行のため河川流量とは関係な
い

塩害の防止
取水地点における塩水遡
上の防止

－ － － － － 下流部の塩水化が懸念される箇所での取水はない

河口閉塞の防止 現況河口の確保 － － － － －
本川合流点が四万十川河口より3.4km上流なので対象外と
した

河川管理施設の保護 木製河川構造物の保護 － － － － － 対象となる施設はない

地下水位の維持
地下水の取水に支障のな
い河川水位の確保

－ － － － － 河川沿川区域の地下水は、河川水位と関係ない

0.74 1.15 1.07 0.78 0.70

アユ、ウグイ等の代表魚種の生息に必要となる水深・流速
の確保

「四万十川自然環境調査(中村市)」の検討結果をもとに負
荷を算出し、1/10渇水時に環境基準を満足する流量

必要な流量（m3/s)
備考かんがい期検討項目 検討内容

正常流量

維
持
流
量

動植物の保護・漁業
動植物の生息又は生育に
必要な流量の確保

流水の清潔の保持
生活環境に係る被害が生
じない水質の確保

非かんがい期
11/1-3/31 4/1-6/20 6/21-7/20 10/1-10/31

泉の川橋上流 下司名頭首工下流 下司名頭首工下流 泉の川橋上流

0.180 0.603 0.504 0.079

景観・観光 良好な景観の維持 － － － － 景観上特に重要な視点場がないため考慮しない

合流点 合流点 合流点 合流点

0.169 0.600 0.501 0.042

舟運
船舶の航行に必要な水深
等の確保

－ － － －
舟運は、満潮時を利用した航行のため河川流量とは関係な
い

塩害の防止
取水地点における塩水遡
上の防止

－ － － － 下流部の塩水化が懸念される箇所での取水はない

河口閉塞の防止 現況河口の確保 － － － －
本川合流点が四万十川河口より3.4km上流なので対象外と
した

河川管理施設の保護 木製河川構造物の保護 － － － － 対象となる施設はない

地下水位の維持
地下水の取水に支障のな
い河川水位の確保

－ － － － 河川沿川区域の地下水は、河川水位と関係ない

0.18 0.60 0.50 0.08

－

－

－

0.40

－

－

7/21-9/30
下司名頭首工下流

0.398

－

検討項目 検討内容
必要な流量（m3/s)

備考かんがい期

アユ、ウグイ、アカザ等の代表魚種の生息に必要となる水
深・流速の確保

流水の清潔の保持
生活環境に係る被害が生
じない水質の確保

「四万十川自然環境調査(中村市)」の検討結果をもとに負
荷を算出し、1/10渇水時に環境基準を満足する流量

合流点

0.395

正常流量

維
持
流
量

動植物の保護・漁業
動植物の生息又は生育に
必要な流量の確保
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横瀬川ダム検証における「利水（新規利水、不特定）対策案」の今後の流れ

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示されている１４の方策※を参考にして幅広い方策

を組み合わせて検討する。

② ①の検討を踏まえ、幅広い方策を組み合わせて複数の利水対策案の立案 【今回検討】

① 中筋川流域における14方策※の検討 【今回検討】

③ 概略評価による利水対策案の抽出 【今回検討】

④ 利水対策案を評価軸ごとに評価

⑤ 目的別の総合評価［利水］

※再評価実施要領細目 第４ 再評価の視点 １ 再評価の視点 (2) ④複数の利水対策案の立案 に記載されている。
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利水対策案（新規利水、不特定利水）の基本的な考え方

○流水の正常な機能の維持については、平成13年12月に「中筋川河川整備計画」が策定され、その中に「横瀬川ダ
ム」が位置付けられており、複数の利水対策案はこの整備計画において想定している目標と同程度の目標を確保

することを基本とする。

１．横瀬川ダムに代わる利水対策案を１４の利水方策から、中筋川に適用可能な方策を組み合わせて検討する。

２．対策案の組合せの考え方

①横瀬川ダムの機能を代替し、かつ効果を定量的に見込むことが可能な方策を中心として、幅広く利水対策案とし
て検討する。

②「水源林保全」、「渇水調整の強化」、「節水対策」、「雨水・中水利用」については、効果量を定量的に見込むこと
は困難であるが、各案に共通して適用する。

※

※横瀬川についても「流水の正常な機能の維持」のための目標を確保する。

○新規利水については、利水参画者に確認した必要量を確保することを基本とする。
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今回の検討において採用した方策

定量化は困難であるが、各案に共通して適用する方策

今回の検討において採用しなかった方策

１４方策の中筋川流域への適用性

○○抑制方策であり、水源確保は困難であるが、各案に適用雨水・中水等の利用推進により、水需要の抑制を図る雨水・中水利用14

○○抑制方策であり、水源確保は困難であるが、各案に適用節水運動により、水需要の抑制を図る節水対策13

○○抑制方策であり、水源確保は困難であるが、各案に適用渇水調整により渇水被害を 小とする渇水調整の強化12

××転用は困難施設改良等による用水使用量の削減等の需要量減を転用する既得水利の合理化・転用11

○○中筋川ダムのダム使用権振替を検討需要が発生しておらず、水利権が不要されていないダム仕様検討を振り替えるダム使用権の振替10

○○抑制方策であり、水源確保は困難であるが、各案に適用雨水を地中に浸透させ、ゆっくり流出させる水源林の機能保全水源林の保全9

×○開発単価が高価で、上水は事例あり、不特定には事例なし海水を淡水化する施設を設置し、水源とする海水淡水化8

－－河道外貯留施設で検討雨水や地区内流水を貯留するため池を設置し、水源するため池7

×○渇水時に取水が可能か等の検討必要、新規取水には別に水源が必要伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮し、井戸等により水源とする地下水取水6

××導水基は維持流量不足であり不可能水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする水系間導水5

××中筋川流域に買い上げ元となる他用途ダムが存在せず、不可能既設ダムの他用途ダム容量を買い上げて水源とする他用途ダム容量の買い上げ4

××掘削は山が急峻であるため山体の掘削が必要となり、不可能既設ダムを掘削することで利水容量を確保ダム再開発（掘削）3

○○中筋川流域の既設中筋川ダムにおいて検討既設ダムをかさ上げすることで利水容量を確保ダム再開発（かさ上げ）3

○○まとまった面積が計上出来る箇所を対象に検討河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し貯留河道外貯留施設2

○○河川整備計画で横瀬川ダムを位置づけ河川を横過して流水を貯留することを目的とした構造物ダム1

不
特
定

新
規
利
水

中筋川流域への適応性概要１４の利水対策案
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新規利水対策案

グループ 番号 新規利水対策案 対策案の概要

0.現計画 0-① 横瀬川ダム案
横瀬川ダムの建設により四万十市の水道用水( 大800m3/日)を確保し、既設有岡取
水施設より送水・配水する。

1.貯留施設を
  整備する案

1-① 河道外貯留施設案
横瀬川沿いに河道外貯留施設を建設し、これにより四万十市の水道用水( 大800m3/
日)を確保し、既設有岡取水施設より送水・配水する。

2-① 既設ダム活用（かさ上げ）案
既設中筋川ダムを0.4mかさ上げすることにより、四万十市の水道用水( 大800m3/日)
を確保し、中筋川沿いに取水施設を新設し送水・配水する。

2-② ダム使用権等の振替案
既設中筋川ダム容量の未利用水を新規利水として振替えることにより、四万十市の水
道用水 ( 大800m3/日)を確保し、中筋川沿いに取水施設を新設し送水・配水する。

3.海水淡水化
  施設を

  設置する案
3-① 海水淡水化案

四万十川河口付近に海水淡水化施設を建設し、既設有岡取水施設まで導水する。これ
により四万十市の水道用水( 大800m3/日)を確保する。

4-①
地下水取水
    ＋河道外貯留施設案

既存地下水の活用により190m3/日を確保し、残り610m3/日は横瀬川沿いに河道外貯
留施設を建設することにより確保し、四万十市の水道用水( 大800m3/日)を確保す
る。河道外貯留施設により確保した水は既設有岡取水施設より送水・配水する。

4-②
地下水取水
＋既設ダム活用（かさ上げ）
案

既存地下水の活用により190m3/日を確保し、残り610m3/日は既設中筋川ダムを0.3m
かさ上げすることにより確保する。なお、既設中筋川ダムで開発した610m3/日は、中筋
川沿いに取水施設を新設し送水・配水する。

4-③
地下水取水＋ダム使用権等
の振替案

既存地下水の活用により190m3/日を確保し、残り610m3/日は既設中筋川ダムの使用
権等の振替により確保する。なお、既設中筋川ダムで開発した610m3/日は、中筋川沿
いに取水施設を新設し送水・配水する。

2.ダムの
  有効活用
  をする案

4.地下水
  取水を

  実施する案
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新規利水対策案０－① 横瀬川ダム案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■横瀬川ダムの建設により四万十市の水道用水( 大800m3/日)を確保し、既設有岡取水施設より送水・配水する。
■概算コスト：完成までに要する費用：約3億円

■工期：約７年

◇横瀬川ダムの概要◇横瀬川ダムの概要

※完成までに要する費用には、横瀬川ダムの平成23年度以降の残事業費。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

有岡取水施設

横瀬川ダム完成イメージ図

：中筋川ダム
：横瀬川ダム
：既設取水施設
：基準地点
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新規利水対策案１－① 河道外貯留施設案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■横瀬川沿いに河道外貯留施設を建設し、これにより四万十市の水道用水( 大800m3/日)を確保し、既設有岡取水施設より送水・配水

する。

■河道外貯留施設 約１０ha
■概算コスト：完成までに要する費用：約20億円
■工期：約10年

※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

：中筋川ダム
：既設取水施設
：基準地点

基準地点：磯ノ川

有岡取水施設

有岡取水施設◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ

河道外貯留施設建設想定箇所
（イメージ）

：河道外貯留施設

▽

▽WL

横瀬川

河道外貯留施設

【有岡地区】

有岡取水施設で取水

河道外貯留施設（イメージ）
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新規利水対策案２－① 既設ダム活用（かさ上げ）案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■既設中筋川ダムを0.4mかさ上げすることにより、四万十市の水道用水( 大800m3/日)を確保し、中筋川沿いに取水施設を新設し、送

水・配水する。
■概算コスト：完成までに要する費用：約110億円
■工期：約20年 ※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

：中筋川ダム
：既設取水施設
：新規取水施設
：導水路
：基準地点

有岡取水施設
◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ

ダムかさ上げ

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

かさ上げ前

かさ上げ後

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

新規利水容量

0.4m
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新規利水対策案２－② ダム使用権等の振替案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■既設中筋川ダム容量の未利用水を新規利水として振替えることにより、四万十市の水道用水 ( 大800m3/日)を確保し、中筋川沿いに

取水施設を新設し、送水・配水する。
■中筋川ダム振替 約22万m3

■概算コスト：完成までに要する費用：不確定
■工期：不確定

※利水対策案に関する利水関係者との事前協議や調整は行っていない。
※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は

行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

：中筋川ダム
：既設取水施設
：新規取水施設
：導水路
：基準地点

有岡取水施設◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ

ダム使用権等の振替

ダム使用権等の振替前

ダム使用権等の振替後

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

未利用水

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

新規利水容量
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新規利水対策案３－① 海水淡水化案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■四万十川河口付近に海水淡水化施設を建設し、既設有岡取水施設まで導水する。これにより四万十市 の水道用水( 大800m3/日)を

確保する。
■概算コスト：完成までに要する費用：約120億円
■工期：約10年

※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

有岡取水施設

※平成22年度 日本の水資源より作成

①半透膜を境界として両側に
真水と塩水を入れると、真水
は半透膜を透過して塩水側
に移動する。

②そのため水面の高さに差ができ、
ある高さになると真水の移動が
止まる。このときの水面の高さの
差に相当する圧力がその塩水の
浸透圧となる。

半透膜

海水真水 海水真水

浸透圧

③塩水側に浸透圧以上の
圧力を加えると、塩水中
の水は半透膜を通して
真水側に移動し、これに
より淡水を得る。

海水真水

P

海水淡水化方式（一例：逆浸透法）

海水淡水化施設

：中筋川ダム
：既設取水施設
：海水淡水化施設
：導水路
：基準地点

◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ



12

新規利水対策案４－① 地下水取水＋河道外貯留施設案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■既存地下水の活用により190m3/日を確保し、残り610m3/日は横瀬川沿いに河道外貯留施設を建設することにより確保し、四万十市の

水道用水( 大800m3/日)を確保する。河道外貯留施設により確保 した水は既設有岡取水施設より送水・ 配水する。
■河道外貯留施設 約１０ha
■概算コスト：完成までに要する費用：約20億円
■工期：約10年 ※地下水の取水可能量(190m3/日)はH19年度西部統合簡易水道施設整備事業の再評価資料をもとに設定している。

※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

九樹
上ノ土居

森沢
有岡

：中筋川ダム
：水源（地下水）
：既設取水施設
：基準地点

河道外貯留施設建設想定箇所
（イメージ）

：河道外貯留施設

基準地点：磯ノ川

有岡取水施設

有岡水源

有岡取水施設
◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ

▽

▽WL

横瀬川

河道外貯留施設

【有岡地区】

有岡取水施設で取水

河道外貯留施設（イメージ）
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新規利水対策案4－②地下水取水＋既設ダム活用（かさ上げ）案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■既存地下水の活用により190m3/日を確保し、残り610m3/日は既設中筋川ダムを0.3mかさ上げすることにより確保する。なお、既設中

筋川ダムで開発した610m3/日は、中筋川沿いに取水施設を新設し、送水・配水する。
■概算コスト：完成までに要する費用：約100億円
■工期：約20年 ※地下水の取水可能量(190m3/日)はH19年度西部統合簡易水道施設整備事業の再評価資料をもとに設定している。

※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

有岡取水施設
◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ

ダムかさ上げ

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

かさ上げ前

かさ上げ後

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

新規利水容量

0.3m

上ノ土居

森沢
有岡

九樹

：中筋川ダム
：水源（地下水）
：既設取水施設
：新規取水施設
：導水路
：基準地点
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磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

上ノ土居

森沢
有岡

九樹

：中筋川ダム
：水源（地下水）
：既設取水施設
：新規取水施設
：導水路
：基準地点

新規利水対策案4－③地下水取水＋ダム使用権等の振替案

◇新規利水対策案の概要◇新規利水対策案の概要
■既存地下水の活用により190m3/日を確保し、既設中筋川ダム容量の未利用水の内610m3/日を振替えることにより、四万十市の水道用

水 ( 大800m3/日)を確保し、中筋川沿いに取水施設を新設し、送水・配水する。
■中筋川ダム振替 約17万m3

■概算コスト：完成までに要する費用：不確定
■工期：不確定

※地下水の取水可能量(190m3/日)はH19年度西部統合簡易水道施設整備事業の再評価資料をもとに設定している。

※利水対策案に関する利水関係者との事前協議や調整は行っていない。
※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

有岡取水施設◇新規利水対策案のイメージ◇新規利水対策案のイメージ

ダム使用権等の振替ダム使用権等の振替前

ダム使用権等の振替後

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

未利用水

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

新規利水容量
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概略評価による利水対策案の抽出の考え方
第１２回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議資料「参考資料４」の抜粋

利水対策案の抽出の考え方も治水対策案の洪水調節の例と同様に行う。
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評価軸と評価の考え方【新規利水の観点からの検討の例】
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目
標

コ
ス
ト

実
現
性

持
続
性

地域
社会
への
影響

環境
への
影響

約7年 ○

約10年 ×

約20年 ×

不確定 ○

約10年 ×

約10年 ×

約20年 ×

不確定 ○

抽出された
新規利水
対策案

明らかに不適当（棄却）

概略評価

同類案の中で も妥当な案
(代表化)

工期

0.現計画 0-① 横瀬川ダム案 3

1.貯留施設を
  整備する案

1-① 河道外貯留施設案 20

2-① 既設ダム活用（かさ上げ）案 110

2-② ダム使用権等の振替案 不確定

3.海水淡水化
  施設を

  設置する案
3-① 海水淡水化案 120

4-① 地下水取水＋河道外貯留施設案 20

4-② 地下水取水+既設ダム活用（かさ上げ）案 100

4-③ 地下水取水+ダム使用権等の振替案 不確定

2.ダムの
  有効活用
  をする案

4.地下水
  取水を

  実施する案

完成までに
要する費用

(億円)
グループ 番号 新規利水対策案

新規利水対策案の概略評価

※1）

※2）

※1）“現計画”の完成までに要する費用は、平成23年度以降の残事業費。
※2） コストについては“現計画”の完成までに要する費用の２倍以上を、明らかに不適当として棄却。
※3)ダム使用権等の振替については、完成までに要する費用は不確定であり、効果が関係者との調整に大きく依存するが、本案は一般的な利水対

策手法であることから、今後詳細な検討を実施する。

※3）

※3）
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流水の正常な機能の維持対策案

グループ 番号 流水の正常な機能の維持対策案 対策案の概要

0.現計画 0-① 横瀬川ダム案
横瀬川および中筋川において、流水の正常な機能を維持するため

に横瀬川ダムで298万m3の容量を確保する。

1.貯留施設を
  整備する案

1-① 河道外貯留施設案

中筋川沿いに河道外貯留施設を建設することにより、 横瀬川ダム
の不特定利水容量を確保する。これを、かんがい面積が比較的多
い横瀬3号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川および中筋
川の流水の正常な機能を維持する。

2-① 既設ダム活用（かさ上げ）案

既設中筋川ダムを3.3mかさ上げすることにより、横瀬川ダムの不特
定利水容量を確保する。これを、かんがい面積が比較的多い横瀬3
号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川および中筋川の流水
の正常な機能を維持する。

2-② ダム使用権等の振替+既設ダム活用（かさ上げ）案

既設中筋川ダム容量の未利用水(約200万m3)を不特定利水として
振替えるとともに、既設中筋川ダムを0.6mかさ上げすることにより、
横瀬川ダムの不特定利水容量を確保する。これを、かんがい面積
が比較的多い横瀬3号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川
および中筋川の流水の正常な機能を維持する。

2-③ ダム使用権等の振替＋河道外貯留施設案

中筋川沿いに河道外貯留施設を建設、および既設中筋川ダム容量
の未利用水（約200万m3）を不特定利水として振替えることにより、
横瀬川ダムの 不特定利水容量を確保する。これを、かんがい面積
が比較的多い横瀬3号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川
および中筋川の流水の正常な機能を維持する。

2.ダムの
  有効活用
  をする案
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不特定対策案０－① 横瀬川ダム案

◇不特定対策案の概要
■横瀬川および中筋川において、流水の正常な機能を維持するために横瀬川ダムで298万m3の容量を確保する。
■概算コスト：完成までに要する費用：約120億円
■工期：約7年

◇横瀬川ダムの概要

※完成までに要する費用には、横瀬川ダムの平成23年度以降の残事業費。

 

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

：中筋川ダム
：横瀬川ダム
：基準地点

横瀬川ダム完成イメージ図
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不特定対策案1－① 河道外貯留施設案

◇不特定対策案の概要
■中筋川沿いに河道外貯留施設を建設することにより、 横瀬川ダムの不特定利水容量を確保する。これを、かんがい面積が比較的多い

横瀬3号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川および中筋川の流水の正常な機能を維持する。
■河道外貯留施設 掘削約230万m3、用地買収約120ha
■概算コスト：完成までに要する費用：約360億円
■工期：約20年

※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

河道外貯留施設建設想定箇所
（イメージ）

：河道外貯留施設

基準地点：磯ノ川

▽

▽WL

中筋川への
不特定補給

中筋川

河道外貯留施設

【有岡地区】

横瀬川への
不特定補給 Ｐ

河道外貯留施設（イメージ）

：中筋川ダム
：横瀬3号頭首工

：新規取水施設
：導水路
：基準地点
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不特定対策案2－① 既設ダム活用（かさ上げ）案

◇不特定対策案の概要
■既設中筋川ダムを3.3mかさ上げすることにより、横瀬川ダムの不特定利水容量を確保する。これを、かんがい面積が比較的多い横瀬

3号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川および中筋川の流水の正常な機能を維持する。
■概算コスト：完成までに要する費用：約390億円
■工期：約20年 ※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

ダムかさ上げ

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

かさ上げ前

かさ上げ後

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

不特定利水容量

3.3m

◇不特定対策案のイメージ

：中筋川ダム
：横瀬3号頭首工

：新規取水施設
：導水路
：基準地点
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他用途容量

不特定対策案2－② ダム使用権等の振替＋既設ダム活用（かさ上げ）案

◇不特定対策案の概要
■既設中筋川ダム容量の未利用水（約200万m3）および、既設中筋川ダムを0.6mかさ上げすることにより、横瀬川ダムの不特定利水容

量を確保する。これを、かんがい面積が比較的多い横瀬3号頭首工地点まで導水することにより、横瀬川および中筋川の流水の正常
な機能を維持する。

■概算コスト：完成までに要する費用：不確定
■工期：不確定 ※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は行っていない。

※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

ダム使用権等の振替・ダムかさ上げ

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

かさ上げ前

かさ上げ後

堆砂容量

洪水調節容量

不特定利水容量

0.6m

◇不特定対策案のイメージ

未利用水

：中筋川ダム
：横瀬3号頭首工

：新規取水施設
：導水路
：基準地点
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不特定対策案2－③ ダム使用権等の振替＋河道外貯留施設案

◇不特定対策案の概要
■中筋川沿いに河道外貯留施設を建設、および既設中筋川ダム容量の未利用水（約200万m3）を不特定利水として振替えることにより、

横瀬川ダムの 不特定利水容量を確保する。これを、かんがい面積が比較的多い横瀬3号頭首工地点まで 導水することにより、横瀬川
および中筋川の流水の正常な機能を維持する。

■河道外貯留施設 掘削約50万m3、用地買収約20ha
■概算コスト：完成までに要する費用：不確定
■工期：不確定

※利水対策案に関する利水関係者との事前協議や調整は行っていない。
※利水対策案の用地買収に関わる地権者等の関係者との事前協議や調整は

行っていない。
※ダム中止に伴って発生する費用は含まれない。
※概算コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある。

磯ノ川 

横
瀬
川 

山
田
川 

芳
奈
川 

ヤイト川 

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

未利用水

堆砂容量

他用途容量

洪水調節容量

不特定利水容量

ダム使用権等の振替

ダム使用権等の振替前 ダム使用権等の振替後

◇不特定対策案のイメージ

河道外貯留施設建設想定箇所
（イメージ）

：河道外貯留施設

基準地点：磯ノ川

河道外貯留施設（イメージ）

▽

▽WL

中筋川への
不特定補給

中筋川

河道外貯留施設

【有岡地区】

横瀬川への
不特定補給 Ｐ

：中筋川ダム
：横瀬3号頭首工

：新規取水施設
：導水路
：基準地点



24

評価軸と評価の考え方【流水の正常な機能の維持の観点からの検討の例】
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目
標

コ
ス
ト

実
現
性

持
続
性

地域
社会
への
影響

環境
への
影響

約7年 ○

約20年 ×

約20年 ×

不確定

不確定

○

抽出された
不特定利水

対策案
工期

明らかに不適当（棄却）

概略評価

同類案の中で も妥当な案
(代表化)

0.現計画 0-① 横瀬川ダム案 120

1.貯留施設を
  整備する案

1-① 河道外貯留施設案 360

2-① 既設ダム活用（かさ上げ）案 390

2-② ダム使用権等の振替＋既設ダム活用（かさ上げ）案 不確定

2-③ ダム使用権等の振替＋河道外貯留施設案 不確定

2.ダムの
  有効活用
  をする案

グループ 番号
完成までに
要する費用

(億円)
流水の正常な機能の維持対策案

流水の正常な機能の維持対策案の概略評価

※1）

※2）

※3）

※3）

※1）“現計画”の完成までに要する費用は、平成23年度以降の残事業費。
※2） コストについては“現計画”の完成までに要する費用の２倍以上を、明らかに不適当として棄却。
※3)ダム使用権等の振替については、完成までに要する費用は不確定であり、効果が関係者との調整に大きく依存するが、本案は一般的な利水対策手法で

あることから、今後詳細な検討を実施する。




